
　　　　　平成30年4月より厚生労働省告示にて上記標準負担額に改定、本文（注）に係る入院医療の

　　　　必要性や指定難病等のご不明な点は、受付にてお問い合わせください。

＊　65歳未満の方は「療養環境の形成たる療養（居住費）」の負担額なし。

　　　　　　　　(注4）　入院日数が90日を超える方

　　　430円　/日
食費　130円　/食

負担額 療養環境の形成たる療養（居住費）

低所得　Ⅰ
＊７０歳以上

一般所得 食費　550円　/食 　　　430円　/日

品川リハビリテーション病院　標準負担額一覧

　　　　食費　160円　/食　（注3）

低所得　Ⅰ 　　　0円　/日
＊７０歳以上

　　　　　　　　　　　　　　　指定難病患者　標準負担額　　　　　＊65歳以上

食費　130円　/食

一般所得 食費　330円　/食 　　　0円　/日

低所得/Ⅱ
食費　270円　/食

　　　0円　/日
　　　　　　食費　220円　/食　（注4）

　　　(注2）　入院医療の必要性高い患者で入院日数が90日を超える方。

　　　(注3）　入院医療の必要性低い患者。

低所得/Ⅱ
食費　270円　/食

　　　430円　/日
　　　　　　食費　220円　/食　（注2）

食費　330円　/食

　　　　　　　　(注1）　入院日数が90日を超える方

入院時生活療養　（Ⅰ）標準負担額　　　＊65歳以上

負担額 療養環境の形成たる療養（居住費）

入院時食事療養　（Ⅰ）標準負担額　　　＊70歳未満

一般所得

低所得

負担額

食費　550円　/食

食費　270円　/食

　　　　　　食費　220円　/食　（注1）

指定難病患者負担額

食費　270円　/食

　　　　　　食費　220円　/食　（注1）
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